
裁量労働制適用に係る同意書について 

1． 概要 

 本学の教職員は、公立大学法人名古屋市立大学との間で雇用契約を締結しています。したがって、

労働基準法が適用され、使用者である大学は、教職員の勤務時間を適正に把握し、管理しなければな

りません。 

 一方で、教職員のうち、研究者でもある教員の労働時間を厳格に管理することは、自由な研究活動

を制限することになりかねません。そこで、本学では「 研究の自由」を確保するため、 専門業務型裁

量労働制」を導入しています。専門業務型裁量労働制は、勤務時間の割振りや業務の進め方等につい

て、教員自らの裁量で決定することができる制度です。ただし、勤務日を自ら決定することはできま

せん。 

 当該制度の適用においては、労働時間について、実際の労働時間と関係なく、あらかじめ労使協定

で定めた時間を働いたとみなされることなどから、令和 6年 4月 1日から教員個々の同意を得たうえ

で適用することとなりました。 

 

2． 同意書の取得について 

(1) 取得時期 

〇採用時 

〇労使協定の締結期間（最長 3年）ごと 

〇異動等による業務内容の変更時 

 

(2) 同意の撤回 

裁量労働制適用者は、本人の意思で同意を撤回することが可能です。 

 

(3) 対象者 

教員（特任教員、寄附講座教員等を含む） 

 

3． 労働時間等の取り扱い 

裁量労働制・変形労働時間制の労働時間等比較（別紙２）参照。 

 

4． 名古屋市立大学病院に勤務する医師について 

(1) 労働制の適用 

診療科ごとに裁量労働制の適用補職範囲を定め、宿日直及び夜勤体制維持を図っています。診

療科の要請に従い変形労働時間制を適用することになった方は、不同意書を提出する必要はあり

ません。 

(2) 特別休暇の付与 

 診療科の要請により、変形労働時間制の適用となった方は、地域医療機関における兼業に係る

従事時間及び移動時間のみに申請可能な特別休暇が付与されます。 






